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塩尻市認定地域クラブ活動支援補助金交付要綱

（趣旨） 
第１条  この要綱は、将来にわたり子どもたちが継続してスポーツ・文化芸術活動に親しむことができる機会を確保するため、認定地域クラブ活動（塩尻市地域クラブ活動の認定に関する要綱（令和８年塩尻市告示第〇号。以下「認定要綱」という。）の規定により、市の認定を受け、又は受けたものとみなされた地域クラブ活動をいう。以下同じ。）の実施に当たって必要となる費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、塩尻市補助金等交付規則（昭和４４年規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象団体）
第２条　補助金の交付の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、認定地域クラブ活動の実施主体であって、当該認定地域クラブ活動に塩尻市立学校条例（昭和３９年塩尻市条例第６号）別表第２に規定する中学校及び別表第３に規定する義務教育学校の後期課程に在籍する生徒が、第５条の規定による申請の時点において年間平均５人以上参加することが見込まれるものとする。
（補助対象経費）
第３条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、休日の認定地域クラブ活動の実施に直接要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1)　指導者等への謝礼
(2)　交通費等費用弁償に要する経費
(3)　通信運搬費
(4)　印刷製本費
(5)　会議費
(6)　備品の購入に要する経費
(7)　消耗品費
(8)　会場の使用に要する経費
(9)　保険の加入に要する経費
(10)　雑役務費
(11)　委託費
(12)　その他市長が必要と認める経費
（補助金の額）
第４条　補助金の額は、補助対象経費から参加費等の収入（徴収した参加費に、保険料として徴収した額を加えたもの。ただし、平日の地域クラブ活動も含めて参加費等を徴取している場合は、休日相当分の参加費とする。）を控除した額とする。ただし、その額が別表に掲げる補助単価を超えるときは、補助単価の額とする。
２　前項の規定にかかわらず、他の補助金等の交付を受けている場合は、補助金の対象としない。
３　補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
４　補助金の交付は、同一の補助対象団体につき年度内に１回限りとする。
（補助金の交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする団体の代表者（以下「申請者」という。）は、塩尻市認定地域クラブ活動支援補助金交付申請書（別記様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　認定要綱第４条第１項の塩尻市地域クラブ活動認定通知書の写し
(2)　事業計画書
(3)　収支予算書
(4)　その他市長が必要と認める書類
（補助金の交付決定）
第６条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、規則第６条の補助金等交付決定書により、申請者に通知するものとする。
（実績報告）
第７条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業が完了したときは、規則第１３条の補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)　事業報告書
(2)　収支決算書
(3)　領収書等の写し
(4)　事業の実施状況が分かる写真、資料等
(5)　その他市長が必要と認める書類
２　前項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日とする。
（補助金の額の確定）
第８条　市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査した上で交付する補助金の額を確定し、規則第１４条の補助金等確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
（補助金の交付時期）
第９条　補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、当該補助事業の内容を精査し、概算払をすることができる。
（補則）
第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
この告示は、令和８年４月１日から施行する。

別表（第５条関係）
補助単価
１　スポーツ活動
	区分
	補助単価

	
	年間平均活動回数が月４回程度
	年間平均活動回数が月３回程度
	年間平均活動回数が月２回程度
	年間平均活動回数が月１回程度

	(1)
	年間平均参加生徒数が２７人以上で、かつ、指導者を３人以上配置している認定地域クラブ活動
	673,000円
	550,000円
	427,000円
	305,000円

	(2)
	年間平均参加生徒数が１３人以上２６人以下で、かつ、指導者を２人以上配置している認定地域クラブ活動
	576,000円
	475,000円
	373,000円
	272,000円

	(3)
	年間平均参加生徒数が５人以上１２人以下で、かつ、指導者を１人以上配置している認定地域クラブ活動
	423,000円
	356,000円
	290,000円
	224,000円

	備考
１　認定地域クラブ活動を実施した月数（以下「事業実施月数」という。）（１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。以下同じ。）が１２月に満たない場合には、該当する補助単価を１２で除した額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）に事業実施月数を乗じて得た額を補助単価とする。
２　在籍生徒数が２７人以上の場合であっても、指導者が２人のときは(2)の補助単価を、指導者が１人のときは(3)の補助単価を適用する。
３　在籍生徒数が１３人以上２６人以下の場合であっても、指導者が１人のときは(3)の補助単価を適用する。


２　文化芸術活動
	[bookmark: _Hlk219808109]区分
	補助単価

	
	年間平均活動回数が月４回程度
	年間平均活動回数が月３回程度
	年間平均活動回数が月２回程度
	年間平均活動回数が月１回程度

	(1)
	年間平均参加生徒数が２７人以上で、かつ、指導者を３人以上配置している認定地域クラブ活動
	691,000円
	569,000円
	446,000円
	323,000円

	(2)
	年間平均参加生徒数が１３人以上２６人以下で、かつ、指導者を２人以上配置している認定地域クラブ活動
	596,000円
	494,000円
	393,000円
	291,000円

	(3)
	年間平均参加生徒数が５人以上１２人以下で、かつ、指導者を１人以上配置している認定地域クラブ活動
	443,000円
	377,000円
	311,000円
	245,000円

	備考
１　事業実施月数が１２月に満たない場合には、該当する補助単価を１２で除した額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）に事業実施月数を乗じて得た額を補助単価とする。
２　在籍生徒数が２７人以上の場合であっても、指導者が２人のときは(2)の補助単価を、指導者が１人のときは(3)の補助単価を適用する。
３　在籍生徒数が１３人以上２６人以下の場合であっても、指導者が１人のときは(3)の補助単価を適用する。







